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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年５月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１０月１日 １０時２０分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市水島港 

 水島港玉島乙
おと

島
しま

防波堤灯台から真方位１３５°９３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３１.０′ 東経１３３°４１.９′） 

事故調査の経過  平成２５年１１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 海
かい

朋
ほう

丸、１９トン 

２９５－３３２８２岡山、倉敷運輸株式会社 

   １１.９１ｍ（Lr）×５.０４ｍ×１.８６ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、６６２.００kＷ（合計）、平成４年２月 

Ｂ はしけ Ｋ－２、約３４６トン 

   なし、倉敷運輸株式会社 

   ３２.０ｍ×８.５ｍ×３.６ｍ、鋼 

   機関なし、昭和６２年建造 

Ｃ 漁船 第二豊
ほう

晴
せい

丸、２.１トン 

ＯＹ３－２４１２１（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.０９ｍ×２.３５ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５２.９６kＷ、昭和５８年９月 

第２６０－１７８８５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２２年９月２８日 

    免許証交付日 平成２２年９月２８日 

           （平成２７年９月２７日まで有効） 

 甲板員Ａ 男性 ６９歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年７月９日 

    免許証交付日 平成２３年３月１０日 

           （平成２８年４月２７日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６５歳 
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一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１１月８日 

    免許証交付日 平成２２年４月１９日 

           （平成２８年３月２８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 軽傷 １人（船長Ｃ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷中央部に亀裂（全損） 

 事故の経過  Ａ船は、甲板員Ａが１人で乗り組み、船長Ａほか１人がＢ船に乗り、

鋼材を積載したＢ船を横抱きして引船列（以下「Ａ船引船列」という。）

を構成し、水島港を約５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

手動操舵によって北西進した。 

本事故発生場所付近は、水島港内の高梁川河口であり、ＪＦＥスチ

ール株式会社西日本製鉄製品岸壁と玉島乙島船溜
だ

まりとの間が長さ約

１,０００ｍ幅約３０～１００ｍの可航水域となっており、可航水域

の外側は水深２ｍ以下の浅所である。 

甲板員Ａは、可航水域を航行中、右舷方約１,０００ｍに高速力で南

進するＣ船を認め、Ｃ船がＡ船引船列の前方を通過するものと思い、Ｃ

船の動静を見ながら航行した。 

甲板員Ａは、Ｃ船との距離が約１５０ｍになったとき、航行している

可航水域の外側が浅くなっているので、舵を使用することができず、

汽笛を鳴らし、機関を中立としたが、その後もＣ船が同じ針路及び速力

で接近してくるので、再び汽笛を鳴らしたものの、平成２５年１０月１

日１０時２０分ごろ、水島港玉島乙島防波堤灯台から真方位１３５°

９３０ｍ付近において、Ａ船の右舷船首部とＣ船の右舷中央部とが衝

突した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、水島港を約１３kn の速力で手動

操舵によって南進中、船長Ｃが、刺し網を設置した後、前方に船舶が見

当たらなかったので、自宅に携帯電話で連絡し、続いてＣ船の後方を航

行する僚船の様子を見ながら航行した。 

 船長Ｃは、ふと前方を見たところ、至近にＡ船引船列を認め、左舵一

杯としたが、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

 Ａ船引船列は、海上保安庁及び会社に本事故の発生を連絡した後、

水島港港内の玉島乙島船溜まりに入った。 

Ｃ船は、左舷側から転覆した後、僚船にえい
．．

航されて玉島乙島船溜

まりに入り、後日、廃船処分された。また、船長Ｃは、頸
けい

椎
つい

及び臀部
で ん ぶ

に打撲傷を負ったものの、転覆後、操舵室から外に出て僚船に救助さ

れた。 
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（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、Ｂ船の右舷船尾に左舷着けしていた。 

 Ａ船の喫水は、船首約１.５ｍ船尾約２.５ｍであり、Ｂ船の喫水

は、船首尾共に約２.２ｍであった。 

 甲板員Ａは、船橋当直を約５０年間行っていた。 

 船長Ｃは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船引船列は、水島港を北西進中、甲板員Ａが、右舷方から接近す

るＣ船を認め、Ｃ船がＡ船引船列の前方を通過するものと思い、針路及

び速力を保持して航行したが、Ｃ船との距離が約１５０ｍになったと

き、Ｃ船に対して汽笛の吹鳴を行い、続いて機関を中立として航行を続

けたことから、Ａ船とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

 甲板員Ａは、航行している可航水域の外側が浅くなっているので、

舵を使用することができなかったものと考えられる。 

 Ｃ船は、水島港を南進中、船長Ｃが、前方に船舶が見当たらなかった

ので、自宅に携帯電話で連絡し、続いてＣ船の後方を航行する僚船の様

子を見ながら航行していたことから、至近にＡ船引船列を認めることと

なり、Ｃ船とＡ船とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、水島港において、Ａ船引船列が北西進中、Ｃ船が南進

中、甲板員Ａが、右舷方から接近するＣ船を認め、Ｃ船に対して汽笛の

吹鳴を行い、続いて機関を中立として航行を続け、また、船長Ｃが、自

宅に携帯電話で連絡し、続いてＣ船の後方を航行する僚船の様子を見な

がら航行していたため、Ａ船とＣ船とが衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時見張りを適切に行うこと。 

 ・周囲が浅くなっており、舵を使用することができない水域では、

避航動作が制限されることから、できる限り、早期に衝突の虞の

判断を行い、減速や停止を速やかに行うこと。 
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